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国
保
世
帯
の
世
帯
主
（
本
人
自
身

が
国
保
に
加
入
し
て
い
な
い
場
合
も

同
様
）
と
国
保
に
加
入
し
て
い
る
世

帯
員
全
員
の
合
算
所
得
金
額
が
、
一

定
基
準
額
を
下
回
る
場
合
、
均
等
割

額
（
１
人
ひ
と
り
に
か
か
る
額
）
と

平
等
割
額
（
世
帯
毎
に
か
か
る
額
）

が
軽
減
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
の

で
、
次
の
よ
う
な
方
は
簡
易
申
告
を

し
て
く
だ
さ
い
。

①
平
成　

年
中
に
収
入
の
な
か
っ
た

１８

方
（　

年
中
の
収
入
が
雇
用
保
険

１７

な
ど
の
非
課
税
所
得
の
み
の
方
も

含
み
ま
す
）

②
平
成　

年
中
に
障
害
・
遺
族
年
金

１８

を
受
給
し
て
い
た
方
（
た
だ
し
、

厚
生
年
金
・
国
民
年
金
な
ど
を
受

給
さ
れ
て
い
る
方
の
申
告
は
不
要

で
す
）

③
平
成　

年
中
に
扶
養
、
仕
送
り
、

１８

退
職
金
・
預
貯
金
で
生
活
し
て
い

た
方
な
ど

受
付
場
所　

本
庁
１
階
国
保
年
金
課

保
険
税
グ
ル
ー
プ
窓
口
９
番
・
各
総

合
支
所
市
民
生
活
課

※
す
で
に
税
務
署
や
市
役
所
で
申
告

を
済
ま
せ
て
い
る
方
は
必
要
あ
り

ま
せ
ん
。

※
国
保
加
入
世
帯
の
中
に
、
①
〜
③

の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
い
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
１
人
で
も
未
申

告
の
方
が
い
る
と
、
保
険
税
の
軽

減
や
高
額
療
養
費
の
負
担
限
度
額

の
判
定
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
の

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問　

国
保
年
金
課
（
内
線　

・　

・

２４９

２７４

　

）・
各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

２７５

　

現
在
使
用
中
の
受
給
者
証
は
、　

１０

月
１
日
か
ら
使
用
で
き
な
く
な
り
ま

す
。
７
月
中
旬
に
更
新
の
申
請
書
を

配
布
し
ま
す
の
で
、
必
要
事
項
を
記

入
の
上
、
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

登
録
（
更
新
）
の
対
象
に
な
る
方

　

市
内
に
住
所
を
有
す
る
、
平
成　
１３

年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
た
乳
幼

児
の
保
護
者
。（
生
活
保
護
を
受
け
て

い
る
方
は
、
手
続
き
の
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
）

持
参
す
る
も
の

・
登
録
（
更
新
）
申
請
書

・
印
か
ん
（
ゴ
ム
印
を
除
く
）

・
健
康
保
険
証
（
乳
幼
児
の
名
前
が

入
っ
た
も
の
）

・
現
在
お
使
い
の
受
給
者
証
（
持
っ

て
い
る
方
の
み
）

※
平
成　

年
１
月
１
日
現
在
、
石
巻

１９

市
に
住
所
を
有
し
て
い
な
い
保
護

者
の
方
は
、
前
住
所
地
か
ら
の
所

得
証
明
（
平
成　

年
度
分
）
ま
た

１９

は
源
泉
徴
収
票
（
平
成　

年
分
）

１８

が
必
要
で
す
。

問　

国
保
年
金
課
（
内
線　

）・
各
総

４７４

合
支
所
市
民
生
活
課

国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料のののののののののののののののののののののののののののののののののののののののの免免免免免免免免免免免免免免免免免免免免免免免免免免免免免免免免免免免免免免免免除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度国民年金保険料の免除制度
　国民年金加入者（学生を除く）で所得が少

ない、失業などの経済的な理由で保険料を納

めることが困難な方は、申請で社会保険庁の

承認を受けることにより、保険料が免除（全

額・半額・3/4・1/4・納付猶予）される制度

があります。

問　国保年金課（内線 256・257）

国
民
健
康
保
険
加
入
の
皆
さ
ん
へ
！

簡
易
申
告
は
お
済
み
で
す
か
？

　

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
世
帯
の
中
に
１
人

で
も
未
申
告
の
方
が
い
る
と
、
保
険
税
の
軽
減
や
高
額

療
養
費
の
負
担
限
度
額
の
判
定
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

■国民健康保険限度額適用認定証
　70歳未満の方が入院したとき、「限度額適用認定

証」（70歳以上で市民税非課税の世帯は「限度額適

用・標準負担額減額認定証」）を医療機関に提示する

ことで、入院時の医療費の減額などが受けられます。

　現在、認定証をお持ちの方は有効期限が７月 31

日（火）です。更新には手続きが必要になります。

〔持参するもの〕

・印かん（ゴム印を除く）

・健康保険証

・入院日数のわかる領収書など（市民税非課税世帯

で 90日以上入院の場合のみ）

※「限度額適用認定証」は、国保税の滞納がない世

帯が対象となります。

■老人医療の限度額適用・標準負担額減額認定証
　老人保健をお使いの方で、世帯全員が市民税非課

税の場合、入院時の食事代の減額などを受けられる

ときには認定証が必要です。

　現在、認定証をお持ちの方は有効期限が７月 31

日（火）です。更新には手続きが必要になります。

〔持参するもの〕

・印かん（ゴム印を除く）

・老人保健医療受給者証

・健康保険証

・入院日数のわかる領収書など（市民税非課税世帯

で 90日以上入院の場合のみ）

認定証の交付・更新には、申請が必要です。入院が決まったら、入院前に手続きをしましょう�

問　国保年金課（内線 471・472・474）・各総合支所市民生活課

認認認認認認認認認認認認認認認認認認認認認定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定証証証証証証証証証証証証証証証証証証証証証ののののののののののののののののののののの有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有効効効効効効効効効効効効効効効効効効効効効期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限ははははははははははははははははははははは認定証の有効期限は7777777777777777777777月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日まままままままままままままままままままままでででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででですすすすすすすすすすすすすすすすすすすすす！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！ 更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新ははははははははははははははははははははは月３１日までです！　更新は８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１８月１日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日かかかかかかかかかかかかかかかかかかかかからららららららららららららららららららららででででででででででででででででででででですすすすすすすすすすすすすすすすすすすすす日からです

乳
幼
児
医
療
費
受
給
者
証
の
更
新
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一
定
面
積
以
上
の
土
地
の
取
引
を

行
う
場
合
に
は
、
契
約
締
結
前
に
は

「
公
有
地
の
拡
大
の
推
進
に
関
す
る

法
律
」
に
基
づ
く
届
け
出
が
、
ま
た
、

契
約
を
締
結
し
た
日
か
ら
２
週
間
以

内
に
は
「
国
土
利
用
計
画
法
」
に
基

づ
く
届
け
出
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

届
け
出
の
対
象
と
な
る
区
分
・
面
積

は
下
記
の
と
お
り
で
す
。

問　

都
市
計
画
課
（
内
線　

・　

）

４９８

４９９

　

市
で
は
、
今
年
度
か
ら
障
害
者
団

体
、
障
害
者
の
支
援
団
体
な
ど
が
行

う
社
会
参
加
促
進
事
業
（
社
会
福
祉

法
人
な
ど
が
施
設
内
行
事
と
し
て
行

う
も
の
を
除
く
）
に
対
す
る
補
助
制

度
を
創
設
し
、
障
害
者
な
ど
の
社
会

参
加
促
進
事
業
を
奨
励
し
て
い
ま
す
。

事
業
を
実
施
す
る
市
内
の
障
害
者
団

体
、
障
害
者
な
ど
の
支
援
団
体
の
申

請
に
よ
り
、
下
表
の
補
助
対
象
事
業

へ
の
参
加
障
害
者
数
に
よ
る
算
出
額

（
１
人
当
た
り
の
補
助
単
価
×
参
加

障
害
者
数
）
と
、
補
助
対
象
経
費
の

合
計
額
と
の
い
ず
れ
か
低
い
額
を
補

助
す
る
も
の
で
、
１
事
業
の
上
限
を

５
万
円
と
し
て
い
ま
す
。

問　

障
害
福
祉
課
（
内
線　

）
３８７

公有地の拡大の推進に関する法律
�イ 都市計画施設などの区域 200�以上

�ロ 上記以外の市街化区域 5,000�以上

�ハ 上記以外の都市計画区域 10,000�以上

国土利用計画法
�イ 市街化区域 2,000�以上

�ロ 市街化区域を除く都市計画区域

 5,000�以上

�ハ 都市計画区域以外の区域 10,000�以上

障
害
者
社
会
参
加
促
進
事
業
補
助
制
度
の
お
知
ら
せ

補助対象経費参加障害
者等の数補 助 対 象 事 業

事業の実施に要する
賞品代、消耗品費、
通信運搬費、貸借料30人以上

障害者等スポーツ大会

障害者等レクリエーション大会

事業の実施に要する
講師報償金、消耗品
費、通信運搬費、貸
借料

障害者等芸術講座・文化講座

10人以上

自立生活トレーニング教室

障害者IT講習会

手話教室

点字教室

※　人件費および遊戯費は補助対象外。
※　各種講座または各種教室にあっては講師による講話または指導を伴うも
のが対象。

土
地
取
引
に
は

届
出
が
必
要
で
す

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

　市では、平成１９年８月１日（水）からの新規事業として「子育て応援カード事業」を開始します。この事業は、

１８歳未満の子どもを３人以上養育する保護者に「子育て応援カード」を交付し、市内の協賛店から割引サービ

スを提供していただき、子育て中の家庭の経済負担を少しでも軽減しようとするものです。また、店舗の協力

を得ることにより、地域全体で子育て支援の意識の醸成を図るものです。

●交付対象者

　市内に住所があり、18歳未満の子3人以上を養育する保

護者が対象です。また第3子誕生や、転入などで新たに対

象となる方も対象要件を満たした時点で申請できます。

　対象者（6月1日現在）については、申請書用紙を送付

していますので必要事項を記入の上、7月6日（金）まで提出

願います。

　申請書がまだ届かない場合は、お問い合わせください。

※提出が遅れた場合は、事業開始前にカードが届きません

のでご了承願います。

●申請書提出先

　市民課、子ども家庭課、各総合支所、各支所の窓口

●サービスの内容

　カードを提示することによって、子3人を養育する保護

者は10％以上、子4人を養育する保護者は15％以上、子5

人以上を養育する保護者は20％以上をそれぞれ協賛店が

商品などを割引サービスします。

※協賛店によっては、割引適用除外品もありますので、利

用の際は協賛店にてご確認ください。

●サービスの開始日

　平成19年8月1日（水）から協賛店の各店舗で、サービス

が受けられます。（協賛店には目印として、オリジナルシー

ルが店頭に貼付されています）

　サービスを受ける際は、必ずカードの提示をお願いしま

す。（協賛店によっては身分証明書の提示が必要なところも

あります）

●カードの有効期間

　今年度は事業の実施される日から平成20年3月31日ま

でとし、それ以降は4月1日から翌年3月31日までとします。

　カードは、最初の子が18歳となった年度の3月31日まで

使用できます。

問　子ども家庭課（内線424・425・501）・各総合支所保

健福祉課

協賛店を募集しています
協賛店を随時募集しています。
地域全体で子育て中の家庭を応援してみませんか。
詳しくは、子ども家庭課へお問い合わせください。

8月から 子育て応援カード事業 がスタート！


